
JP 2020-90875 A 2020.6.11

10

(57)【要約】
【課題】簡易な構成で、作業者が芝生清掃車の運転席か
ら降りることなく、容易にブラシの高さ調整を行うこと
ができるブラシ高さ調整構造の提供。
【解決手段】ブラシ高さ調整構造１は、中空状のブラシ
ケース１３の内部で回転駆動するブラシ部材によって塵
埃を掻き上げて清掃する芝生清掃車に適用され、芝生清
掃車の清掃車本体３に上下動可能に設けられるブラシケ
ース１３を上下動させる昇降手段２３と、昇降手段２３
によりブラシケース１３を下方へ移動させる際にブラシ
ケース１３が設定位置よりも下方へ移動するのを規制す
る規制手段２４とを備える。昇降手段２３は、芝生清掃
車の運転席から操作可能とされる。規制手段２４は、運
転席から操作可能で前記設定位置を設定するレバー５４
と、レバー５４により設定された設定位置でブラシケー
ス１３を保持する保持機構５５と、レバー５４の保持部
６８とを有している。
【選択図】図２



(2) JP 2020-90875 A 2020.6.11

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空状の内部で回転駆動するブラシ部材によって塵埃を掻き上げて下方に設けた取入口
から内部に取り入れてから上方に設けた排出口から排出するブラシケースを上下動自在に
清掃車本体の下方に設けた芝生清掃車の当該ブラシケースのブラシ高さ調整構造であって
、
　前記芝生清掃車の運転席から操作可能な前記ブラシケースを上下動させる昇降手段と、
　前記昇降手段により前記ブラシケースを下方へ移動させる際に前記ブラシケースが設定
位置よりも下方へ移動するのを規制する手段として、前記運転席から操作可能で前記設定
位置を設定するレバーと、前記レバーにより設定された前記設定位置で前記ブラシケース
を保持する保持機構と、を有する規制手段と
　を備えることを特徴とする芝生清掃車のブラシ高さ調整構造。
【請求項２】
　前記規制手段は、前記レバーの係合部が係合可能な被係合部が形成され、前記係合部が
前記被係合部に係合することで、前記レバーが前記設定位置を設定した状態において保持
される保持部を有し、
　前記保持部には、前記被係合部が複数形成されており、
　前記係合部が係合する前記被係合部を変更することで、前記設定位置が変更される
　ことを特徴とする請求項１に記載の芝生清掃車のブラシ高さ調整構造。
【請求項３】
　前記昇降手段は、前記清掃車本体に軸受される軸部と、前記軸部の軸方向一端部に一端
部が固定されると共に他端部が前記ブラシケースの一方の側壁に設けられる第一片と、前
記軸部の軸方向他端部に一端部が固定されると共に他端部が前記ブラシケースの他方の側
壁に設けられる第二片と、前記軸部をその軸線まわりに回動させる駆動手段とを有し、
　前記保持機構は、前記ブラシケースが下方へ移動する方向への前記軸部の回動を規制す
ることで、前記設定位置で前記ブラシケースを保持する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の芝生清掃車のブラシ高さ調整構造。
【請求項４】
　前記保持機構は、前記レバーの操作により回動可能に前記清掃車本体に設けられる軸部
材と、前記軸部材に固定される第一固定片と、前記軸部に固定される第二固定片と、一端
部が前記第一固定片に設けられると共に他端部が前記第二固定片に設けられるロッドとを
有し、
　前記第二固定片には、前記軸部の軸線を中心とする円周上に沿う円弧状のピン穴が形成
されており、
　前記ロッドは、一端部が前記第一固定片に回動可能に設けられ、他端部が前記第二固定
片の前記ピン穴に係合しており、
　前記ブラシケースが下方へ移動する方向へ前記軸部が回動した際に、前記ロッドの他端
部が前記ピン穴の周方向一端部に接触することで、前記軸部の回動が規制される
　ことを特徴とする請求項３に記載の芝生清掃車のブラシ高さ調整構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフ場、芝生養生場または公園などの芝生面を清掃する芝生清掃車のブラ
シ高さ調整構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本件出願人は、先に、下記特許文献１に開示される芝生清掃車のブラシ高さ調整装置を
提案している。このブラシ高さ調整装置は、車体に設けられるブラシケース内で回転駆動
するブラシによって掻き上げられた芝生面上の塵埃をホッパー内に収集する芝生清掃車に
適用される。具体的には、ブラシ高さ調整装置は、車体のブラシケースの両側方の上側の
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車体側方に固定する側板とこの側板に直角に固定した水平板を具備する取付枠と、水平板
に形成した貫通口の下方に固定したガイド筒と、ガイド筒の内部に上下動自在に収納した
サポートロッドと、サポートロッドのガイド筒よりも下方へ突出した部位に設けられたブ
ラシケースに固定したストップローラーを載せる載台と、サポートロッドの水平板よりも
上方へ突出している突出部分に必要枚数だけ外嵌する所定の厚みを有する円環状のスペー
サーと、サポートロッドに設けてあるピン孔に差し込むロックピンとを具備している。
【０００３】
　従って、ブラシと地面との間隔距離を調整する際には、まず、ロックピンをサポートロ
ッドから取り外した状態で、サポートロッドに必要な間隔距離に見合った枚数のスペーサ
ーを外嵌させた後、ロックピンをサポートロッドに差し込む。そして、ブラシケースを下
降させて、ブラシケースに固定されたストップローラーをサポートロッドに設けられた載
台に載置することで、ブラシと地面とが所定の間隔距離を維持した状態で、ブラシケース
が保持される。ブラシと地面との間隔距離は、サポートロッドの水平板からの突出部分の
突出度合によって定まるので、この突出度合をサポートロッドに外嵌するスペーサーの枚
数を増減して調整すればよい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第６０５１３７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の場合、車体のブラシケースの両側にそれぞれブラシ高さ調整装置
が設けられているので、作業者は、操縦席から降りて、車体の両側のブラシ高さ調整装置
を操作する必要がある。従って、たとえば、このブラシ高さ調整装置を備えた芝生清掃車
でゴルフ場の芝生面を清掃する際には、フェアウェイからラフへ、またはラフからフェア
ウェイへ移動するたびに、その都度、作業者は操縦席から降りて二つのブラシ高さ調整装
置を操作しなければならない。また、従来の場合、ブラシと地面との間隔距離を調整する
際には、サポートロッドにスペーサーを取り付けたり、サポートロッドからスペーサーを
取り外したりする作業を、作業者自身が行わなければならない。このように、従来の装置
では、ブラシの高さ調整を行う際に手間と労力がかかるので、操作性に改善の余地がある
。
【０００６】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、簡易な構
成で、作業者が芝生清掃車の運転席から降りることなく、容易にブラシの高さ調整を行う
ことができるブラシ高さ調整構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明に係る芝生清掃車のブラシ高さ調整構造は、中空状の
内部で回転駆動するブラシ部材によって塵埃を掻き上げて下方に設けた取入口から内部に
取り入れてから上方に設けた排出口から排出するブラシケースを上下動自在に清掃車本体
の下方に設けた芝生清掃車の当該ブラシケースのブラシ高さ調整構造であって、前記芝生
清掃車の運転席から操作可能な前記ブラシケースを上下動させる昇降手段と、前記昇降手
段により前記ブラシケースを下方へ移動させる際に前記ブラシケースが設定位置よりも下
方へ移動するのを規制する手段として、前記運転席から操作可能で前記設定位置を設定す
るレバーと、前記レバーにより設定された前記設定位置で前記ブラシケースを保持する保
持機構と、を有する規制手段とを備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る芝生清掃車のブラシ高さ調整構造は、前記規制手段は、前記レバー
の係合部が係合可能な被係合部が形成され、前記係合部が前記被係合部に係合することで
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、前記レバーが前記設定位置を設定した状態において保持される保持部を有し、前記保持
部には、前記被係合部が複数形成されており、前記係合部が係合する前記被係合部を変更
することで、前記設定位置が変更されることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る芝生清掃車のブラシ高さ調整構造は、前記昇降手段は、前記清掃車
本体に軸受される軸部と、前記軸部の軸方向一端部に一端部が固定されると共に他端部が
前記ブラシケースの一方の側壁に設けられる第一片と、前記軸部の軸方向他端部に一端部
が固定されると共に他端部が前記ブラシケースの他方の側壁に設けられる第二片と、前記
軸部をその軸線まわりに回動させる駆動手段とを有し、前記保持機構は、前記ブラシケー
スが下方へ移動する方向への前記軸部の回動を規制することで、前記設定位置で前記ブラ
シケースを保持することを特徴とする。
【００１０】
　さらに、本発明に係る芝生清掃車のブラシ高さ調整構造は、前記保持機構は、前記レバ
ーの操作により回動可能に前記清掃車本体に設けられる軸部材と、前記軸部材に固定され
る第一固定片と、前記軸部に固定される第二固定片と、一端部が前記第一固定片に設けら
れると共に他端部が前記第二固定片に設けられるロッドとを有し、前記第二固定片には、
前記軸部の軸線を中心とする円周上に沿う円弧状のピン穴が形成されており、前記ロッド
は、一端部が前記第一固定片に回動可能に設けられ、他端部が前記第二固定片の前記ピン
穴に係合しており、前記ブラシケースが下方へ移動する方向へ前記軸部が回動した際に、
前記ロッドの他端部が前記ピン穴の周方向一端部に接触することで、前記軸部の回動が規
制されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る芝生清掃車のブラシ高さ調整構造によれば、運転席から操作可能な昇降手
段によりブラシケースを下方へ移動させる際に、ブラシケースが設定位置よりも下方へ移
動するのを規制する規制手段を備える。この規制手段は、運転席から操作可能で設定位置
を設定するレバーと、設定位置でブラシケースを保持する保持機構とを有している。従っ
て、運転席からレバーを操作することで設定位置が設定され、その設定位置でブラシ部材
が設けられたブラシケースを保持機構により保持することができる。
【００１２】
　また、本発明に係る芝生清掃車のブラシ高さ調整構造によれば、規制手段は、レバーの
保持部であって、レバーの係合部が係合可能な被係合部が複数形成された保持部を有して
いる。このブラシ高さ調整構造では、係合部が係合する被係合部を変更することで、ブラ
シケースが保持される設定位置が変更される。従って、設定位置を容易に変更することが
できると共に、レバーが不意に動かないように保持することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る芝生清掃車のブラシ高さ調整構造によれば、清掃車本体に軸受され
る軸部とブラシケースとが第一片および第二片を介して接続され、軸部をその軸線まわり
に回動させることで、ブラシケースを上下動させる。このブラシ高さ調整構造では、軸部
の回動を保持機構により規制することで、設定位置でブラシケースが保持される。従って
、ブラシケースの保持および高さ調整を二箇所で行う従来の場合と比較して、簡易な構成
とすることができる。
【００１４】
　さらに、本発明に係る芝生清掃車のブラシ高さ調整構造によれば、ロッドは、一端部が
軸部材に固定される第一固定片に回動可能に設けられる一方、他端部が軸部に固定される
第二固定片の円弧状のピン穴に係合される。このブラシ高さ調整構造では、レバーにより
ロッドの位置決めがなされて設定位置が設定され、その状態で、軸部がその軸線まわりに
回動した際に、ロッドの他端部がピン穴の周方向一端部に接触することで、軸部の回動が
規制される。従って、運転席から操作可能で、かつ簡易な機械的機構によりブラシケース
の保持を行うことができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のブラシ高さ調整構造の一実施例を備える芝生清掃車の一例を示す概略側
面図である。
【図２】図１の芝生清掃車が備えるブラシ高さ調整構造を示す概略斜視図であり、前方か
ら見た状態を示している。
【図３】図２におけるＡ部拡大図である。
【図４】図２におけるＢ部拡大図である。
【図５】図１の芝生清掃車が備えるブラシ高さ調整構造を示す概略平面図である。
【図６】図５におけるＣ部拡大図である。
【図７】図５におけるＤ部拡大図である。
【図８】図１の芝生清掃車が備えるブラシ高さ調整構造の一部を拡大して示す概略斜視図
であり、後方から見た状態を示している。
【図９】図１の芝生清掃車が備えるブラシ高さ調整構造の一部を省略した概略側面図であ
り、ある設定位置の場合において、ブラシケースが持ち上げられた状態を示している。
【図１０】図１の芝生清掃車が備えるブラシ高さ調整構造の一部を省略した概略側面図で
あり、図９の状態からブラシケースが下げられた状態を示している。
【図１１】図１の芝生清掃車が備えるブラシ高さ調整構造の一部を省略した概略側面図で
あり、図９とは異なる設定位置の場合において、ブラシケースが持ち上げられた状態を示
している。
【図１２】図１の芝生清掃車が備えるブラシ高さ調整構造の一部を省略した概略側面図で
あり、図１１の状態からブラシケースが下げられた状態を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の芝生清掃車のブラシ高さ調整構造の具体的実施例を図面に基づいて詳細
に説明する。
【００１７】
　図１は、本発明のブラシ高さ調整構造の一実施例を備える芝生清掃車の一例を示す概略
右側面図である。以下の説明では、本実施例のブラシ高さ調整構造１（図２）が適用され
る芝生清掃車２の前側が前方とされ、後側が後方とされる。すなわち、図１の紙面におけ
る左右方向が前後方向とされ、図１の紙面における垂直方向が左右方向とされる。
【００１８】
　本実施例の芝生清掃車２は、清掃車本体３の前方に設けられた運転席４に作業者が座っ
てハンドル５を握り、芝生上を走行しつつ刈芝などの塵埃をブラシ部材６で掻き上げて清
掃するものである。ブラシ部材６は、軸線が左右方向へ沿って配置される軸部材７と、軸
部材７に設けられるブラシ８と、ブラシ８の軸部材７への支持部９とを有している。軸部
材７は、軸線が左右方向へ沿って配置される丸棒状の軸部１０と、ブラシ８や支持部９の
保持部１１とから構成される。保持部１１は、略八角形の板状に形成されており、板面が
軸部１０の軸線と直交するように配置される。具体的には、保持部１１は、複数枚が左右
方向へ互いに離隔して配置され、それらの板面を軸部１０が貫通した状態で、軸部１０に
固定される。ブラシ８は、直毛状とされ、略長方形の板状に形成された基材１２の幅方向
略中央部に長手方向へ配置される。支持部９は、長方形の板材が屈曲形成されたものであ
り、その縦断面が略Ｊ字形状に形成されている。
【００１９】
　支持部９は、略八角形状で周囲に八面を有する各保持部１１の一つおきの周面に内方へ
凹んで形成された段部に、軸部方向である左右方向へ沿って固定される。この際、各支持
部９は、外方へ開口するようにして段部に固定される。また、直毛状のブラシ８は、基材
１２に立設された状態で、その基材１２が各支持部９内に固定されて、各支持部９に固定
される。このようにして、略放射状に外方へ延出して軸部材７にブラシ８が設けられて、
ブラシ部材６が構成される。
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【００２０】
　ブラシ部材６は、ブラシケース１３に回転可能に設けられる。ブラシケース１３は、中
空状に形成されており、その中空部内にブラシ部材６が回転可能に配置される。本実施例
のブラシケース１３は、側面視略円形状で下方へ開口した中空ボックス状のケース本体部
１４と、左右方向を長手方向とする正面視略長方形状で上下方向へ開口した略角筒状の連
通部１５とを有している。ケース本体部１４と連通部１５とは、ケース本体部１４の上部
から連通部１５が上方へ突出するようにして接続される。この際、ケース本体部１４と連
通部１５とは、内部同士が互いに連通される。従って、ブラシケース１３は、ブラシ部材
６により掻き上げられた塵埃を内部へ導入する取入口１６と、導入された塵埃を外部へ導
出する排出口１７とを有している。すなわち、ケース本体部１４の下方への開口部が取入
口１６とされる一方、連通部１５の上方への開口部が排出口１７とされ、ブラシケース１
３の下方に取入口１６が設けられ、ブラシケース１３の上方に排出口１７が設けられる。
【００２１】
　ケース本体部１４内には、ブラシ部材６が回転可能に設けられる。具体的には、ケース
本体部１４には、軸受が設けられ、この軸受を介してブラシ部材６の軸部１０が回転可能
に保持される。この際、ブラシ部材６は、その軸線が左右方向へ沿うようにして、ケース
本体部１４内に配置される。
【００２２】
　ブラシケース１３は、前後の車輪１８，１８間において、清掃車本体３の下方に設けら
れる。この際、ブラシケース１３は、取入口１６が下方へ開口すると共に、排出口１７が
上方へ開口するように設けられる。なお、ブラシケース１３の前壁、左側壁および右側壁
の下端部には、略矩形板状に形成されたゴム製のカバー部材１９がボルトナットなどによ
り下方へ突出して設けられる。
【００２３】
　ブラシ部材６およびブラシケース１３の上方には、ホッパー２０が配置される。ホッパ
ー２０は、中空ボックス状に形成されており、後面へ開口して中空部を有する略矩形ボッ
クス状のホッパー本体２１と、このホッパー本体２１の開口部を開閉する扉２２とを有し
ている。扉２２は、その上端部がホッパー本体２１に左右方向へ沿って保持される軸まわ
りに回動可能に保持される。このホッパー２０は、内部にブラシケース１３の連通部１５
の上端部が差し込まれた差込状態と、内部からブラシケース１３の連通部１５の上端部が
抜き出された抜出状態とに移動可能に、清掃車本体３に設けられる。本実施例では、ホッ
パー２０は、その後端部が清掃車本体３に左右方向へ沿って保持される軸まわりに回動可
能に保持される。これにより、ホッパー２０は、前記差込状態と前記抜出状態とに移動可
能とされている。
【００２４】
　芝生清掃車２は、以上のような構成であるから、芝生上を前方へ走行しつつ、芝生を清
掃することができる。芝生の清掃は、ブラシケース１３内部に配置されたブラシ部材６を
回転駆動させることでなされる。ここで、ブラシ部材６は、清掃車本体３に設けられる駆
動手段であるエンジンにより回転させることができる。具体的には、エンジンのエンジン
プーリと清掃車本体３に設けられる中間軸の中間軸プーリとに無端状のＶベルトが巻き掛
けられ、中間軸プーリとブラシ部材６の軸部１０の右端部に設けられるブラシプーリとに
無端状のＶベルトが巻き掛けられている。
【００２５】
　清掃時には、ホッパー２０内にブラシケース１３の連通部１５の上端部が差し込まれた
差込状態とされ、その状態において、エンジンからの動力によりブラシ部材６をその軸線
まわりに図１における時計方向へ回転させる。これにより、芝生上の塵埃をブラシ部材６
のブラシ８により掻き上げることができる。ブラシ８により掻き上げられた塵埃は、ブラ
シケース１３の取入口１６を介してブラシケース１３内に導入された後、ブラシケース１
３の排出口１７を介してホッパー２０内に収容される。この際、芝生上の塵埃とブラシ８
とが近すぎると芝生を傷付け、離れすぎると塵埃をブラシ８で掻き上げにくくなる。その
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ため、芝生清掃車２には、ブラシ部材６の高さを調整することができるブラシ高さ調整構
造１が設けられている。
【００２６】
　図２から図８は、図１の芝生清掃車が備えるブラシ高さ調整構造を示す概略図であり、
図２は前方から見た状態を示す概略斜視図、図３は図２におけるＡ部拡大図、図４は図２
におけるＢ部拡大図、図５は概略平面図、図６は図５におけるＣ部拡大図、図７は図５に
おけるＤ部拡大図、図８は後方から見た状態を示す概略一部拡大斜視図である。本実施例
のブラシ高さ調整構造１は、前述したブラシケース１３が設けられた芝生清掃車２のブラ
シケース１３のブラシ高さ調整構造であって、ブラシケース１３を上下動させる昇降手段
２３と、昇降手段２３によりブラシケース１３を下方へ移動させる際にブラシケース１３
が設定位置よりも下方へ移動するのを規制する規制手段２４とを備える。ブラシケース１
３、昇降手段２３および規制手段２４は、清掃車本体３に設けられる。清掃車本体３は、
平面視略矩形枠状の枠材２５と、枠材２５内に左右方向へ沿って適宜に配置される左右材
２６と、枠材２５内に前後方向へ沿って適宜に配置される前後材２７とを有している。
【００２７】
　ブラシケース１３は、前述したように中空状に形成されており、ケース本体部１４の左
右両端部に後方へ延出して中空状の延出部２８が設けられる。ブラシケース１３の後側に
おいて、枠材２５の左側部分の下端部と右側部分の下端部との間を架け渡すように設けら
れる左右材２６の左右両端部にはそれぞれ、一対の支持部材２９，２９が設けられる。一
対の支持部材２９，２９は、略矩形板状で前後両端部および下端部が互いに離隔する方向
へ折り曲げられており、板面を左右に向けて配置される。この際、一対の支持部材２９，
２９は、左右方向へ互いに離隔した状態で、台部材３０を介して左右材２６に立設される
。一対の支持部材２９，２９間には、その上端部同士を架け渡すようにして、軸部３１が
その軸線を左右方向へ沿って設けられる。前述した延出部２８は、その先端部に軸部３１
が貫通した状態で、一対の支持部材２９，２９間に配置される。この際、延出部２８は、
軸部３１まわりに回動可能とされる。これにより、ブラシケース１３は、軸部３１まわり
に回動可能とされて、清掃車本体３に対して上下動自在とされる。
【００２８】
　昇降手段２３は、芝生清掃車２の運転席４から操作することができるものである。本実
施例の昇降手段２３は、清掃車本体３に軸受される軸部３２と、軸部３２に設けられる第
一片３３および第二片３４と、軸部３２をその軸線まわりに回転させる駆動手段３５とを
有している。
【００２９】
　軸部３２は、丸棒状に形成されており、左右方向へ沿って清掃車本体３に設けられる。
本実施例では、軸部３２は、その左右両端部がそれぞれ、支持部材３６を介して左右材２
６に設けられる。左右材２６は、ブラシケース１３の前側において、枠材２５の左側部分
と右側部分との間を架け渡すように設けられる。支持部材３６は、板状に形成されており
、板面を左右に向けた状態で、左右材２６の左右両端部に上方へ延出して固定される。左
右の支持部材３６，３６には、軸部３２の左右両端部がそれぞれ貫通して設けられる。こ
の際、軸部３２は、その軸線まわりに回動可能に支持部材３６に設けられる。
【００３０】
　また、軸部３２は、その軸方向中途部が支持部材３７を介して左右材２６に支持される
。左右材２６は、前述した左右の支持部材３６，３６が設けられる左右材２６であり、そ
の左右方向中途部に支持部材３７が設けられる。この支持部材３７は、左右材２６に設け
られる第一部材３８と、軸部３２が通される第二部材３９とを有している。
【００３１】
　第一部材３８は、正面視略Ｌ字形の板状に形成されており、一片４０が左右材２６に固
定されて、他片４１が板面を左右に向けた状態で上方へ延出している。第二部材３９は、
第一部材３８への固定部４２と、固定部４２に設けられる筒部４３とを有している。固定
部４２は、側面視略長方形の板状に形成されている。筒部４３は、円筒状に形成されてお



(8) JP 2020-90875 A 2020.6.11

10

20

30

40

50

り、固定部４２の後端部に貫通して設けられる。この際、筒部４３は、軸方向が左右方向
へ沿うようにして配置される。第二部材３９は、固定部４２が第一部材３８の他片４１の
右面に重ね合わされた状態で、ボルトナットなどにより固定される。固定状態では、筒部
４３は、第一部材３８よりも後側に配置されている。
【００３２】
　左右材２６に固定された支持部材３７の筒部４３に軸部３２が通されることで、軸部３
２は、その軸方向中途部が左右材２６に支持される。この際、軸部３２は、その軸線まわ
りに回動可能とされている。このようにして、軸部３２は、その軸線まわりに回動可能に
、軸方向両端部と軸方向中途部とが左右材２６に支持される。
【００３３】
　第一片３３および第二片３４は、前後に細長い板状に形成されており、板面を左右に向
けて配置される。本実施例では、第一片３３および第二片３４は、同一形状に形成されて
おり、その周辺部材が左右対称に配置されるので、第二片３４を中心に説明する。
【００３４】
　第二片３４は、前端部に軸部３２の右端部が貫通した状態で軸部３２の右端部に回動不
能に固定されて、後方へ延出している。第二片３４の後端部には、軸部４４が貫通して固
定されており、その軸部４４は軸線が左右方向へ沿って配置されている。軸部４４の第二
片３４の左側部分には、筒部材４５が設けられる。筒部材４５は、円筒状に形成されてお
り、内部に軸部４４が通された状態で軸部４４に設けられる。この際、筒部材４５は、そ
の軸線まわりに回動可能とされる。一方、第一片３３は、前端部に軸部３２の左端部が貫
通した状態で軸部３２の左端部に回動不能に固定されて、後方へ延出している。第一片３
３の後端部には、軸部４６が左右方向へ沿って貫通して固定されており、軸部４６の第一
片３３の右側部分に、円筒状の筒部材４５が回動可能に嵌め込まれる。
【００３５】
　ブラシケース１３の左右両側壁には、外方へ延出して載置部４７が設けられる。載置部
４７は、下方へ開口する側面視略コ字形の板状に形成されている。ブラシケース１３の左
側壁の載置部４７内には、第一片３３に設けられた筒部材４５が配置され、ブラシケース
１３の右側壁の載置部４７内には、第二片３４に設けられた筒部材４５が配置される。こ
のようにして、第一片３３は、前端部が軸部３２の左端部に固定されると共に後端部がブ
ラシケース１３の左側壁に設けられ、第二片３４は、前端部が軸部３２の右端部に固定さ
れると共に後端部がブラシケース１３の右側壁に設けられる。従って、ブラシケース１３
は、延出部２８が軸部３１に支持されると共に、載置部４７が各片３３，３４に設けられ
た筒部材４５に載せ置かれた状態となって支持される。
【００３６】
　駆動手段３５は、軸部３２をその軸線まわりに回動させて第一片３３および第二片３４
を回動させることで、ブラシケース１３を上下動させる手段であって、本実施例ではシリ
ンダとされる。シリンダ３５は、一対の支持部材４８，４８に設けられる軸部４９を介し
て、清掃車本体３に設けられる。一対の支持部材４８，４８は、板状に形成されており、
板面を左右に向けた状態で、前述した支持部材３６が固定された左右材２６に前方へ延出
して設けられる前後材２７の前後方向中途部に設けられる。前後材２７の前端部は、前述
した支持部材３６が固定された左右材２６の前側において、枠材２５の左側部分と右側部
分とを架け渡すよう設けられる左右材２６に設けられる。
【００３７】
　一対の支持部材４８，４８は、上端部が前後材２７から上方へ突出して、前後材２７に
左右に離隔して固定される。一対の支持部材４８，４８間には、上端部同士を架け渡すよ
うにして、軸部４９がその軸線を左右方向へ沿って設けられる。シリンダ３５は、その基
端部に軸部４９が貫通した状態で、一対の支持部材４８，４８間に配置される。この際、
シリンダ３５は、軸部４９まわりに回動可能とされる。なお、シリンダ３５は、芝生清掃
車２の前方の運転席４から操作可能な位置に設けられた操作部を操作することで、作業者
が希望するように操作することができるものである。
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【００３８】
　シリンダ３５のロッド５０は、軸部３２に固定される一対の固定部材５１，５１に係合
される。一対の固定部材５１，５１は、側面視略扇形の板状とされ、周縁部に略円弧状の
ピン穴５２が左右方向へ貫通して形成されている。一対の固定部材５１，５１は、左右方
向へ互いに離隔して対面させた状態で、扇の要部分が軸部３２に固定される。この際、一
対の固定部材５１，５１は、扇の要部分に軸部３２が貫通した状態で、軸部３２に回動不
能に固定される。シリンダ３５のロッド５０は、先端部のピン５３の左右両端部がそれぞ
れ、左右の固定部材５１，５１のピン穴５２，５２に係合される。この際、ロッド５０の
先端部のピン５３は、ピン穴５２に沿って移動可能に係合される。なお、ピン穴５２は、
軸部３２の軸線を中心とする円周上に沿う円弧状に形成されている。
【００３９】
　規制手段２４は、設定位置を設定するレバー５４と、レバー５４により設定された設定
位置でブラシケース１３を保持する保持機構５５とを有している。レバー５４は、上下方
向へ沿って配置される円筒状とされ、上端部が右方へ傾斜して形成されている。保持機構
５５は、レバー５４の操作により回動可能に清掃車本体３に設けられる軸部材５６と、軸
部材５６に固定される第一固定片５７と、昇降手段２３の軸部３２に固定される第二固定
片５８と、一端部が第一固定片５７に設けられると共に他端部が第二固定片５８に設けら
れるロッド５９とを有している。
【００４０】
　軸部材５６は、円筒状に形成されており、一対の支持部材６０，６０に設けられる軸部
６１を介して、清掃車本体３に設けられる。一対の支持部材６０，６０は、板状に形成さ
れており、シリンダ３５の支持部材４８が固定された前後材２７の前端部が設けられる左
右材２６に設けられる。この際、一対の支持部材６０，６０は、板面を左右に向けると共
に左右方向へ互いに離隔した状態で、後方へ延出するようにして左右材２６に設けられる
。一対の支持部材６０，６０間には、後端部同士を架け渡すようにして、軸部６１がその
軸線を左右方向へ沿って設けられる。軸部材５６は、内部に軸部６１が貫通した状態で、
一対の支持部材６０，６０間に配置される。この際、軸部材５６は、その軸線まわりに回
動可能に、軸部６１に設けられる。
【００４１】
　また、軸部材５６の上端部には、円筒状の筒材６２がその軸線を前後方向へ沿って固定
される。この筒材６２には、レバー５４の下端部に設けられる軸部６３が通される。レバ
ー５４の下端部には、下方へ開口する側面視略コ字形の板状の軸取付部材６４が設けられ
ており、その軸取付部材６４の開放両端部間を架け渡すようにして軸部６３が設けられる
。レバー５４は、軸部６３が軸部材５６に固定された筒材６２に通されることで、軸部材
５６に設けられる。これにより、レバー５４を操作することで、軸部材５６をその軸線ま
わりに回動することができる。また、レバー５４は、筒材６２まわりに回動することがで
きる。
【００４２】
　第一固定片５７は、細長い板状に形成されており、板面を左右に向けて配置される。第
一固定片５７は、一端部に軸部材５６が貫通した状態で、軸部材５６に回動不能に固定さ
れる。固定状態では、第一固定片５７の他端部は、外方へ突出している。突出した第一固
定片５７の他端部には、左方へ突出して軸部６５が固定される。
【００４３】
　第二固定片５８は、昇降手段２３の軸部３２に固定される一対の板材からなる。具体的
には、一対の第二固定片５８，５８は、側面視略扇形の板状とされ、周縁部に略円弧状の
ピン穴６６が左右方向へ貫通して形成されている。一対の第二固定片５８，５８は、左右
方向へ互いに離隔して対面させた状態で、扇の要部分が軸部３２に固定される。この際、
一対の第二固定片５８，５８は、扇の要部分に軸部３２が貫通した状態で、軸部３２に回
動不能に固定される。なお、ピン穴６６は、軸部３２の軸線を中心とする円周上に沿う円
弧状に形成されている。
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【００４４】
　ロッド５９は、棒状に形成されており、一端部が第一固定片５７に回動可能に設けられ
、他端部が第二固定片５８のピン穴６６に係合される。ロッド５９は、一端部に第一固定
片５７の軸部６５が差し込まれて、軸部６５により第一固定片５７に保持される。ここで
、ロッド５９は、軸部６５まわりに回動可能とされ、第一固定片５７に回動可能に保持さ
れる。一方、ロッド５９は、他端部のピン６７の左右両端部がそれぞれ、左右の第二固定
片５８，５８のピン穴６６，６６に係合される。この際、ロッド５９の他端部のピン６７
は、ピン穴６６に沿って移動可能に係合される。従って、レバー５４を操作することで、
軸部材５６を回動してロッド５９を前後方向へ移動させることができる。
【００４５】
　規制手段２４はさらに、レバー５４が設定位置を設定した状態において保持される保持
部６８を有している。保持部６８は、側面視略Ｌ字形の板状とされ、上下方向へ沿う一片
部と、一片部の上端部に後方へ延出して設けられる他片部とを有し、一片部と他片部とが
一体形成されてＬ字状に形成されている。保持部６８の上端部には、レバー５４の係合部
６９が係合可能な被係合部７０が複数形成されている。本実施例では、レバー５４の係合
部６９は、レバー５４の上部に右方へ突出して設けられる突出部とされる。一方、保持部
６８の被係合部７０は、突出部６９が差込可能な貫通穴とされる。ここで、複数（図示例
では１３個）の貫通穴７０は、円弧状に配列されて形成されている。保持部６８の上下方
向略中央部には、側面視略円弧状の貫通穴７１が左右方向へ貫通して形成されている。な
お、保持部６８は、前後両端部が左方へ折り曲げられて形成されている。
【００４６】
　保持部６８は、板面を左右に向けた状態で、軸部材５６の一対の支持部材６０，６０が
固定される左右材２６から前方へ延出して設けられる前後材２７に立設される。この前後
材２７の前端部は、軸部材５６が設けられる左右材２６と枠材２５の前側部分とを架け渡
す前後材２７と、枠材２５の左側部分とを架け渡す左右材２６に設けられる。前後材２７
には、平面視略Ｌ字形の板材７２が設けられており、この板材７２に保持部６８の前側下
端部の角部が重ね合わされた状態で、ボルトナットなどにより、保持部６８の下端部が板
材７２に固定される。このようにして保持部６８が前後材２７に立設された状態では、保
持部６８は、レバー５４の右側に配置される。ここで、保持部６８およびレバー５４は、
芝生清掃車２の運転席４の近傍に配置される。すなわち、レバー５４は、運転席４から操
作可能な位置に配置されて、運転席４から操作可能とされる。なお、本実施例では、保持
部６８に形成された複数の貫通穴７０は、軸部６１の軸線を中心とする円周上に沿って配
列され、保持部６８に形成された円弧状の貫通穴７１は、軸部６１の軸線を中心とする円
周上に沿う円弧状に形成されている。
【００４７】
　保持部６８には、前述したように、レバー５４が係合される。すなわち、レバー５４は
、その上部の突出部６９が、保持部６８に形成された複数の貫通穴７０の内、適宜の貫通
穴７０に左方から差し込まれる。レバー５４には、平面視略Ｌ字形の板材７３が設けられ
る。この板材７３は、一片７４がレバー５４の前端部に固定される。この際、板材７３の
他片７５は、板面を左右に向けて、一片７４の右端部から前方へ延出して配置される。板
材７３の他片７５には、左右方向へ貫通してネジ穴７６が形成されている。このネジ穴７
６には、保持部６８に側面視略円弧状に形成された貫通穴７１を介して、ボルト７７がね
じ込まれる。なお、本実施例では、レバー５４を筒材６２まわりに保持部６８側へ回動す
る方向へ付勢する付勢手段７８が配置される。付勢手段７８は、たとえば、コイルバネと
され、一端部がレバー５４に右方へ突出して設けられた平面視略Ｕ字形の取付部７９に取
り付けられ、他端部が第一固定片５７の上端部に取り付けられる。
【００４８】
　次に、本実施例のブラシ高さ調整構造１を用いてブラシ部材６の高さを調整する場合に
ついて説明する。図９および図１０は、本実施例のブラシ高さ調整構造の一部を省略した
概略右側面図であり、ある設定位置にブラシ部材を調整する状態を時系列に示している。
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また、図１１および図１２は、本実施例のブラシ高さ調整構造の一部を省略した概略右側
面図であり、図９および図１０とは異なる設定位置にブラシ部材を調整する状態を時系列
に示している。
【００４９】
　図９および図１０に示されるように、まず、ブラシ部材６が設けられたブラシケース１
３を上方へ移動させる。これは、運転席４から操作部を操作して、シリンダ３５を作動さ
せることでなされる。具体的には、シリンダ３５のロッド５０先端部のピン５３を一対の
固定部材５１，５１のピン穴５２，５２の周方向一端部に接触させた状態で、シリンダ３
５のロッド５０を縮めて、軸部３２をその軸線まわりに図９および図１０における反時計
方向へ回動させる。この軸部３２の回動に伴って、第一片３３および第二片３４が図９お
よび図１０における反時計方向へ回動される。これにより、第一片３３に設けられた筒部
材４５によってブラシケース１３の左側壁に設けられた載置部４７が上方へ押し上げられ
ると共に、第二片３４に設けられた筒部材４５によってブラシケース１３の右側壁に設け
られた載置部４７が上方へ押し上げられる。従って、ブラシケース１３は、軸部３１まわ
りに図９および図１０における時計方向へ回動して、上方へ移動される。この際、第一片
３３および第二片３４の筒部材４５は、ブラシケース１３が上方へ移動する前の位置から
、載置部４７の前側へ回転しつつ移動される。
【００５０】
　そして、規制手段２４により設定位置が設定される。この設定位置の設定は、レバー５
４を操作することでなされる。具体的には、ボルト７７を緩めた状態で、レバー５４を筒
材６２まわりに保持部６８から離れる方向へコイルバネ７８の付勢力に対抗して回動させ
、その状態でレバー５４を軸部６１まわりに回動させ、適宜の位置でレバー５４を保持部
６８側へ回動させて突出部６９が貫通穴７０に差し込まれる。本実施例では、レバー５４
の突出部６９は、保持部６８に形成された複数の貫通穴７０の内、最も後側に配置される
貫通穴７０に差し込まれる。レバー５４の突出部６９が貫通穴７０に差し込まれた後、ボ
ルト７７が締め付けられる。本実施例では、レバー５４およびそれが設けられる保持機構
５５は、前述した構成であるので、レバー５４を操作することで保持機構５５のロッド５
９の位置決めがなされて、設定位置を設定することができる。ここでは、設定位置の設定
は、ブラシケース１３を上方へ移動させた後に行われたが、ブラシケース１３を上方へ移
動させる前に行ってもよい。
【００５１】
　規制手段２４による設定位置の設定後、シリンダ３５のロッド５０を伸ばして、軸部３
２をその軸線まわりに図９および図１０における時計方向へ回動させる。この軸部３２の
回動に伴って、第一片３３および第二片３４が図９および図１０における時計方向へ回動
される。これにより、第一片３３の筒部材４５にブラシケース１３の左側壁の載置部４７
が載せ置かれた状態、かつ第二片３４の筒部材４５にブラシケース１３の右側壁の載置部
４７が載せ置かれた状態で、ブラシケース１３が軸部３１まわりに図９および図１０にお
ける反時計方向へ回動して、ブラシケース１３を下方へ移動することができる。この際、
第一片３３および第二片３４の筒部材４５は、ブラシケース１３が下方へ移動する前の位
置から、載置部４７の後側へ回転しつつ移動される。
【００５２】
　ブラシケース１３が下方へ移動する方向へ軸部３２が回動することで、軸部３２に固定
された一対の第二固定片５８，５８は、図９および図１０における時計方向へ回動される
。一対の第二固定片５８，５８が回動していくと、やがて、ロッド５９の先端部のピン６
７が第二固定片５８に形成されたピン穴６６の周方向一端部に接触される。これにより、
軸部３２の時計方向への回動が規制され、保持機構５５によってブラシケース１３を設定
位置で保持することができる。すなわち、第一片３３および第二片３４の筒部材４５に載
置部４７が載せ置かれて、ブラシケース１３の自重によりブラシケース１３が静止される
。
【００５３】
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　次に、上記とは設定位置を変更した場合について説明する。図１１および図１２に示さ
れるように、まず、ブラシケース１３が上方へ移動される。これは、上記の場合と同様に
して、シリンダ３５を操作することでなされる。ブラシケース１３が上方へ移動された後
、規制手段２４により設定位置が設定される。この設定位置の設定は、上記と同様にして
なされる。但し、ここでは、レバー５４の突出部６９は、保持部６８に形成された複数の
貫通穴７０の内、最も前側に配置される貫通穴７０に差し込まれる。すなわち、ロッド５
９の位置は、上記の場合と比較して、後方に配置される。そして、設定位置の設定後、上
記と同様にシリンダ３５を操作して、ブラシケース１３を下方へ移動させる。ブラシケー
ス１３を下方へ移動させていくと、ロッド５９のピン６７が第二固定片５８のピン穴６６
の周方向一端部に接触され、軸部３２の回動が規制される。これにより、保持機構５５に
よってブラシケース１３を設定位置で保持することができる。ここでは、前述したように
ロッド５９の位置が図９および図１０の場合と異なるので、図９および図１０の場合と比
較して、ブラシケース１３の位置は下方に配置される。すなわち、設定位置は、図９およ
び図１０の場合と比較して、下方に設定される。従って、レバー５４の突出部６９が差し
込まれる貫通穴７０を前側にするにつれて、ブラシケース１３の設定位置は下方になる。
【００５４】
　本実施例のブラシ高さ調整構造１の場合、運転席４から昇降手段２３を操作してブラシ
ケース１３を下方へ移動させる。このブラシケース１３の下方への移動の際に、運転席４
からレバー５４を操作して設定された設定位置よりもブラシケース１３が下方へ移動する
のが規制され、設定位置でブラシケース１３が保持される。従って、運転席４に座った状
態でブラシ部材６の高さを調整することができ、作業性を向上することができる。また、
本実施例のブラシ高さ調整構造１の場合、昇降手段２３は、第一片３３および第二片３４
が固定された軸部３２をシリンダ３５によって回動させる構成であるので、簡易な構成と
することができる。
【００５５】
　また、本実施例のブラシ高さ調整構造１の場合、保持機構５５は、昇降手段２３の軸部
３２の回動を規制することで、設定位置でブラシケース１３を保持するものとされる。従
って、規制手段２４を簡易な構成とすることができ、容易にブラシケース１３の下方への
移動を規制することができる。また、本実施例のブラシ高さ調整構造１の場合、保持機構
５５は、軸部３２が回動した際にロッド５９のピン６７が第二固定片５８のピン穴６６の
周方向一端部に接触することで、軸部３２の回動を規制することができる構成とされる。
従って、規制手段２４をより簡易な機械的機構とすることができる。
【００５６】
　また、本実施例のブラシ高さ調整構造１の場合、規制手段２４のレバー５４を保持部６
８に保持することができるので、レバー５４が不意に動くのを防止することができる。ま
た、本実施例のブラシ高さ調整構造１の場合、レバー５４の係合部６９が係合する被係合
部７０を変更することで、設定位置を変更することができる。また、本実施例のブラシ高
さ調整構造１の場合、レバー５４の係合部６９が突出部とされ、保持部６８の被係合部７
０が貫通穴とされているので、簡易な構成とすることができ、設定位置を容易に変更する
ことができる。
【００５７】
　また、本実施例のブラシ高さ調整構造１の場合、ボルト７７が保持部６８に形成された
側面視略円弧状の貫通穴７１を介して板材７３のネジ穴７６にねじ込まれるので、レバー
５４が保持部６８から不意に外れるのを防止することができる。また、本実施例のブラシ
高さ調整構造１の場合、コイルバネ７８が設けられるので、レバー５４の突出部６９を保
持部６８の貫通穴７０に容易に差し込むことができる。さらに、本実施例のブラシ高さ調
整構造１の場合、第一片３３および第二片３４の筒部材４５に載置部４７が載せ置かれた
状態で、ブラシケース１３が設定位置で保持される。従って、清掃時において、石などの
障害物にブラシケース１３が接触して、ブラシケース１３が上方へ突き上げられても、ブ
ラシケース１３を上方へ逃がすことができ、ブラシケース１３の破損を防止することがで
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【００５８】
　なお、本発明のブラシ高さ調整構造は、前記実施例の構成に限らず、本発明の思想の範
囲を逸脱しない範囲で適宜変更することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、芝生面を清掃する芝生清掃車のブラシの高さを調整する構造に好適に適用さ
れる。
【符号の説明】
【００６０】
　　１　ブラシ高さ調整構造
　　２　芝生清掃車
　　３　清掃車本体
　　４　運転席
　　６　ブラシ部材
　１３　ブラシケース
　１６　取入口
　１７　排出口
　２３　昇降手段
　２４　規制手段
　３２　軸部
　３３　第一片
　３４　第二片
　３５　シリンダ（駆動手段）
　５４　レバー
　５５　保持機構
　５６　軸部材
　５７　第一固定片
　５８　第二固定片
　５９　ロッド
　６６　ピン穴
　６８　保持部
　６９　突出部（係合部）
　７０　貫通穴（被係合部）
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月27日(2019.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空状の内部で回転駆動するブラシ部材によって塵埃を掻き上げて下方に設けた取入口
から内部に取り入れてから上方に設けた排出口から排出するブラシケースを上下動自在に
清掃車本体の下方に設けた芝生清掃車の当該ブラシケースのブラシ高さ調整構造であって
、
　前記芝生清掃車の運転席から操作可能な前記ブラシケースを上下動させる昇降手段と、
　前記昇降手段により前記ブラシケースを下方へ移動させる際に前記ブラシケースが設定
位置よりも下方へ移動するのを規制する手段として、前記運転席から操作可能で前記設定
位置を設定するレバーと、前記レバーにより設定された前記設定位置で前記ブラシケース
を保持する保持機構と、を有する規制手段とを備え、
　前記昇降手段は、前記清掃車本体に軸受される軸部と、前記軸部の軸方向一端部に一端
部が固定されると共に他端部が前記ブラシケースの一方の側壁に設けられる第一片と、前
記軸部の軸方向他端部に一端部が固定されると共に他端部が前記ブラシケースの他方の側
壁に設けられる第二片と、前記軸部をその軸線まわりに回動させる駆動手段とを有し、
　前記保持機構は、前記ブラシケースが下方へ移動する方向への前記軸部の回動を規制す
ることで、前記設定位置で前記ブラシケースを保持する
　ことを特徴とする芝生清掃車のブラシ高さ調整構造。
【請求項２】
　前記規制手段は、前記レバーの係合部が係合可能な被係合部が形成され、前記係合部が
前記被係合部に係合することで、前記レバーが前記設定位置を設定した状態において保持
される保持部を有し、
　前記保持部には、前記被係合部が複数形成されており、
　前記係合部が係合する前記被係合部を変更することで、前記設定位置が変更される
　ことを特徴とする請求項１に記載の芝生清掃車のブラシ高さ調整構造。
【請求項３】
　前記保持機構は、前記レバーの操作により回動可能に前記清掃車本体に設けられる軸部
材と、前記軸部材に固定される第一固定片と、前記軸部に固定される第二固定片と、一端
部が前記第一固定片に設けられると共に他端部が前記第二固定片に設けられるロッドとを
有し、
　前記第二固定片には、前記軸部の軸線を中心とする円周上に沿う円弧状のピン穴が形成
されており、
　前記ロッドは、一端部が前記第一固定片に回動可能に設けられ、他端部が前記第二固定
片の前記ピン穴に係合しており、
　前記ブラシケースが下方へ移動する方向へ前記軸部が回動した際に、前記ロッドの他端
部が前記ピン穴の周方向一端部に接触することで、前記軸部の回動が規制される
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の芝生清掃車のブラシ高さ調整構造。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
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　上記目的を達成するための本発明に係る芝生清掃車のブラシ高さ調整構造は、中空状の
内部で回転駆動するブラシ部材によって塵埃を掻き上げて下方に設けた取入口から内部に
取り入れてから上方に設けた排出口から排出するブラシケースを上下動自在に清掃車本体
の下方に設けた芝生清掃車の当該ブラシケースのブラシ高さ調整構造であって、前記芝生
清掃車の運転席から操作可能な前記ブラシケースを上下動させる昇降手段と、前記昇降手
段により前記ブラシケースを下方へ移動させる際に前記ブラシケースが設定位置よりも下
方へ移動するのを規制する手段として、前記運転席から操作可能で前記設定位置を設定す
るレバーと、前記レバーにより設定された前記設定位置で前記ブラシケースを保持する保
持機構と、を有する規制手段とを備え、前記昇降手段は、前記清掃車本体に軸受される軸
部と、前記軸部の軸方向一端部に一端部が固定されると共に他端部が前記ブラシケースの
一方の側壁に設けられる第一片と、前記軸部の軸方向他端部に一端部が固定されると共に
他端部が前記ブラシケースの他方の側壁に設けられる第二片と、前記軸部をその軸線まわ
りに回動させる駆動手段とを有し、前記保持機構は、前記ブラシケースが下方へ移動する
方向への前記軸部の回動を規制することで、前記設定位置で前記ブラシケースを保持する
ことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
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